
富津市奨学金返還支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、奨学金返還者の経済的負担を軽減するとともに、市内の中小

企業等における人材確保及び若年者の中小企業等への就職を促進するため、中小

企業等が従業員に対して実施する奨学金の返還支援に要する経費に対し、予算の

範囲内において補助金を交付することについて、富津市補助金等交付規則（昭和

47年富津市規則第６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 大学等 学校教育法（昭和22年法律第26号）に定める大学、大学院、短期

大学、高等専門学校、高等学校及び専修学校をいう。 

(２) 奨学金 大学等の教育機関における就学を支援するために貸与される学資

金等をいう。 

(３) 中小企業等 次に掲げるものをいう。 

ア 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企

業者 

イ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条に規定する第一種社会福祉事業

及び第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人 

ウ 社会福祉法第２条に規定する第二種社会福祉事業を行う特定非営利活動法

人 

エ 医療法（昭和23年法律第205号）第39条に規定する医療法人 

オ 私立学校法（昭和24年法律第270号）第３条に規定する学校法人 

カ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条に規定する保育所 

キ 学校教育法第22条に規定する幼稚園 

(４) 従業員 中小企業等と期間の定めのない労働契約を締結する労働者（同一

の事業所に雇用される労働者に比して、１週間当たりの所定労働時間が短い又

は勤務地若しくは職務が限定される労働者を含む。）であって、正社員待遇

（その雇用する中小企業等の就業規則、賃金規則その他の明文化された文書

（次号及び第６条第２号において「就業規則等」という。）に規定する賃金の



算定方法及び支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、昇格その他の労働条件

が適用され、長期雇用を前提とした待遇をいう。）を受けている者をいう。 

(５) 奨学金返還支援制度 中小企業等が雇用する従業員に周知している就業規

則等に基づき、従業員に対して口座振込、日本学生支援機構の代理返還制度に

よる直接送金等の方法により年１回以上現金を給付することにより、当該従業

員が主たる債務者となっている奨学金の返還に係る負担を軽減する制度（ただ

し、給付の対象となった従業員が退職した場合において、当該従業員に給付額

の全部又は一部の返還の義務を負わせるものを除く。）をいう。 

(６) 対象従業員 次に掲げる要件のいずれにも該当する奨学金返還支援制度の

対象となる従業員をいう。 

ア 令和６年４月１日以降に雇用された者 

イ 補助金の交付を受けようとする年度の３月31日において30歳未満である者 

ウ 雇用された日から交付申請を行う日まで引き続き市内に住所を有する者 

エ 奨学金の返還について、公的機関から支援を重複して受けていない又は受

ける予定のない者 

オ 市税の滞納がない者 

カ 役員その他事業主と利益を一にする地位でない者 

キ 個人事業主（実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。）であ

る場合は、当該個人事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実

態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する中小企業等とする。 

(１) 市内に事業所を有すること。 

(２) 奨学金返還支援制度を設け、対象従業員の奨学金返還に対して支援を行っ

ていること。 

(３) 市内の事業所において対象従業員を雇用した日から引き続き従業員として

雇用していること。 

(４) 市税の滞納がないこと。 

(５) 富津市暴力団排除条例（平成24年富津市条例第１号）第２条第１号に規定



する暴力団等でないこと。 

(６) 事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23

年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する

性風俗関連特殊営業並びにこれらに類するものでないこと。 

（補助対象期間） 

第４条 補助金の交付対象期間は、対象従業員１人につき、交付申請に係る返還支

援を開始した日から起算して５年間とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象者が対象従業員に対し返還支援をした額に２分の

１を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額）とし、従業員１人につき年額100,000円を限度とする。 

２ 補助対象者１人当たりの補助金の年額は、300,000円を限度とする。 

（交付の申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

富津市奨学金返還支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 対象従業員の労働条件通知書又は雇用契約書の写し 

(２) 奨学金返還支援制度に係る就業規則等の写し 

(３) 対象従業員への奨学金返還支援を証する書類 

(４) 対象従業員の住民票の写し 

(５) 申請者の公的身分証明書の写し（法人にあっては、定款の写し又は登記事

項証） 

(６) 市内で事業を行っていることが分かる書類 

(７) 申請者及び申請に係る対象従業員の市税の滞納がないことを証する書類 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第７条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、富津市奨学金返還支援事業補助金交付（不交付）

決定通知書（別記第２号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の変更交付申請等） 



第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、第６条の規定により申請した内容を変更（軽微な変更を除く。）し

ようとするときは、富津市奨学金返還支援事業補助金変更申請書（別記第３号様

式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、変更

の可否を決定し、富津市奨学金返還支援事業補助金変更交付決定（却下）通知書

（別記第４号様式）により当該補助事業者に通知するものとする。 

３ 補助事業者が補助対象となる奨学金返還支援を中止しようとするときは、富津

市奨学金返還支援事業補助金中止届出書（別記第５号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（交付の請求） 

第９条 補助事業者は、当該補助金の交付を請求しようとするときは、富津市奨学

金返還支援事業補助金交付請求書（別記第６号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（交付決定の取消し） 

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(２) この要綱の規定に違反したとき。 

(３) 第８条第３項の規定による補助対象事業の中止の届出があったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、富津市奨

学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書（別記第７号様式）により当該補助

事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第11条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合に

おいて、既に当該補助金の全部又は一部を交付しているときは、富津市奨学金返

還支援事業補助金返還命令書（別記第８号様式）により当該補助事業者に対し期

限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。 

（補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が



別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


